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Ⅳ．バス路線維持方策の概要 
 
 本章では、審議会第一次答申をもとに札幌市が検討を行い、審議会が結果の 
報告を受けたたバス路線維持方策の概要を掲載します。 
 

1. バス路線維持方策検討委員会 

 

   札幌市総合交通対策調査審議会第一次答申を踏まえ、札幌市ではバス路線

維持方策を構築するにあたり、専門的な知識・経験から市に対し指導、助言

を行う組織「バス路線維持方策検討委員会」を設置し、維持方策の検討を進

めた。 
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2. 検討経過等 

 
  
 

第１回検討委員会 （平成17年7月7日）
○バス交通の現状 ○総交審第一次答申について確認

第２回検討委員会 （平成17年8月12日）
○バス路線の代替性評価 ○バス路線の機能性評価について検討

第３回検討委員会 （平成17年10月7日）
○バス路線維持の要否の判断 ○需要量の判断について検討

札幌市総合交通対策調査審議会第６回へ経過報告

第４回検討委員会 （平成17年12月14日）
○補助検討対象範囲 ○路線単位の費用及び収入の見方
○基準原価 について検討

第５回検討委員会 （平成18年1月25日）
○代替交通手段の考え方 ○バス路線維持方策全体について検討

札幌市総合交通調査対策審議会第８回へ検討結果報告

バス路線維持方策策定
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3. バス路線維持方策の全体の流れ 

 

バス路線維持方策の全体の流れ

事業者→路線退出等の意向

事前協議 （札幌市⇔事業者）

  バス事業者が地域協議会に退出の申出

維持必要路線 維持不要路線

補助対象事業者による運行

運行した翌年度に実績に基づき補助

維持方策の見直し

維持効果の検証

補助対象事業者選定

①運行計画、運行回数、運行系統等の変更による
　 維持の可能性について協議
②補助の適用の可能性について協議

　バス事業者は、地域協議会（道路運送法の改正
により設けられた、地域住民の生活に必要な旅客
運送に関する協議会）に対し、路線を休廃止する場
合は、その予定日の１年前を目処にその意向を申
出ることとされている。

☆ 補助金額の考え方　(28頁参照)
　 路線毎の収入と経費の差額を算出して
 赤字を認定する

路線の必要性の判断
（27頁参照）
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補助対象

バス路線の必要性判断の流れ

yes

no

no

維持不要路線

☆ 「他の路線で置き換えられる」
　 とは(29頁参照)
　
Ⅰ「行き先の代替性」を有する
　他の路線がある
  ・ 都心へのアクセス機能を確保
　・ 駅周辺へのアクセス機能を確保
　  （日常生活に必要な各種機能の
　　　集積地域）
　・ 施設へのアクセス機能を確保
    （学校・病院等）
　以上、全てを満たす場合
　
Ⅱ  行き先の代替性を有する路線の
  運行回数が維持困難路線の運行回
  数と同等以上
　
　以上、Ⅰ、Ⅱの条件を２つとも
　満たす場合

☆　需要量評価の考え方
　　(29頁参照)
　 　他の路線で置き換えられない
 　区間におけるバス停利用者数の
 　沿線人口に占める利用率が少な
　 くとも１％以上

補助検討対象範囲外

☆ 上限・下限の考え方
　　(28頁参照)
  ◆運行回数＞30往復/日
　  →　事業者により維持が図られ
　　　　るべき
  ◆運行回数＜3往復/日
　  →　地域の足としての役割を
　　　　担っていない（国と同様）

維持困難路線

維持必要路線

yes

no

yes

①

②

③

本市の補助制度の検討対象となるか
運行回数：3～30往復以内

（上限・下限）

no

 他の路線で置き換えられるか

（代替性・機能性）

他の路線で置き換えられない区間
で一定の需要があるか
 
               （需要量）
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補助対象範囲（上限・下限）の考え方

上限（維持方策適用の上限）：３０往復／日

・運行回数が１日30往復を超える路線は相応の収入が見込まれ、運行回数の変更
　といった効率化などによって改善が期待できる。

下限（維持方策適用の下限）：　３往復／日

・市内では、運行回数が１日３往復未満の路線は曜日限定便など特殊な路線であり、
　地域の足としての役割を担っていない路線。
・国においても生活に必要なバス路線の運行回数を１日3往復以上と定めている。

補助金の認定について

・路線毎に収支をみる補助制度（国、道と同様）
・路線毎の収入と経費を比較して赤字となる場合に補助する
・経費は事業者や路線毎に異なるため、基準となる費用（基準原価）を採用

Ａ：一定のルールに従ってバス路線毎に配分した経費
Ｂ：基準原価による配分経費

市の基準原価の考え方

　　　　　国の制度は、複数市町村にまたがる幹線路線を対象とした基準原価であり、
　　　 北海道は、南北海道地域と北北海道地域にそれぞれ基準単価が設定されている。
          しかし、札幌市内のバス路線は、市街地型や郊外型など運行効率が大きく異なる
       路線が混在しているため、地域一律ではなく、各路線の特性を反映するように路線
       毎に「基準原価」を設定する。

　補助金額＝（Ａ，Ｂの経費の低い方）－当該路線の収入

事業者の経費を
路線に配分した
経費

 　　　A

補助対象となる

差額

基準原価による路線
の経費
　　　　B

実際の差額

収入

事業者による
路線の維持

補助によるバス路線維持の検討

維持必要 維持不要

維持方策対象外

【運行回数】
 ▲
3往復

　 ▲
 30往復

    ↑
補助対象

代替性や需要量
等により判断

下限 上限

　札幌市の補助対象範囲イメージ

 



30 

・維持困難路線が有している機能を、それと重複している路線や近傍の路線、他の公共交通機関等　(以下、
　「重複路線」という。)で代替可能かどうか。
・重複路線が、維持困難路線と同等以上の運行回数を確保できるか。
以上の２点を満たす場合、維持不要路線と判断する。

・重複路線で代替できないバス停について、周辺住民の利用の程度により評価することとし、その需要量
  は、周辺人口に占める利用者数の割合で評価する。
・利用率１％以上は維持必要、１％未満は維持不要と判断す。

「需要量の評価」へ

維持困難路線

⑴　３つのアク
セス機能を確保
できる重複路線
はあるか

⑵　重複路線で
同等以上の運行
回数確保ができ
るか

維持不要路線
yes yes

no
no

路線Ｂ

重複区間

 概ね300ｍ

利用の程度＝Ａ÷Ｂ×１００（％）

需要量（利用の程度）
で評価する区間

バス停の利用者
数（Ａ）

バス停周辺の
人口（Ｂ）

　バス停
　バス路線の起終点

路線 Ａ

代替性の評価

需要量の評価

利 用 率 ＝ Ａ ÷ Ｂ × １００(％)



   

国 北海道 札幌市

国・道 道単独 札幌市単独

地域の足の確保と都市機能への
アクセス確保

路線形態 市内完結路線

運行回数 1日3往復以上 1日2往復以上 1日3往復以上30往復以下

路線長 10㎞以上 10㎞以上 ―

運用しながら見直す

4月～翌年3月の運行

※　おおむね１日1㎞当たりの輸送人員を表す

制度の見直し これまで毎年改正している

補助対象期間 10月～翌年9月の運行

補助金額の考え方 下記の経費の上限と実績経費とを比較し、いずれか少ない方の額と収入との差額とする。

経費の上限

基準原価の設定により補助対象経費の上限を定める

地域ブロック毎に設定した標準費用により算出
　　　　　　　(基準原価)

各路線毎に設定した基準原価により算出

地域住民の、都心や、日常生活の必要な機
能が集積する駅周辺、及び日常生活に必要
な施設へのアクセスが、確保されるかどう
か評価する。

需要量 ― ―
対象となるバス停が地域の住民に利用され
ているかどうかを評価する

本市の制度においては、輸送量ではなく、
下記の３つの観点から総合的に判断する

代替性 ― ―
他の路線や公共交通機関で置き換えられな
いかどうかを判断する

補
助
対
象
要
件

複数市町村にまたがる路線

輸送量 15～150人 10～150人

機能性 ― ―

項目

補助の主体

補助対象路線の
基本的な考え

地域住民の生活に必要なバス路線の維持

市町村が維持必要かどうかの判断を行う

※

（「項目」の　　　は総交審から意見した項目、「札幌市」の　　　は総交審第6回において報告、
　　　　　は総交審第8回において報告）

国の補助要件
には至らない
が、道が独自
に維持必要と
して補助

　 札幌市の補助制度と国・道の補助制度の比較  （参考）

●基準原価については、市内一律の
　 設定ではなく、地域別の設定という
   考え方も必要

●市内の赤字路線は、輸送量のみが
　赤字の要因となっていない。赤字額
　と輸送量の間に単純な比例関係は
　ない

●札幌市においては、不採算路線
　 の赤字要因は複雑で分析が必要

●維持の必要性を検討するにあたっ
　 ては、代替性、機能性、需要量に
　 ついて総合的に判断していくことが
　 必要

●すべて市場原理に委ねることは、
　 適切ではなく、必要な路線は、
   市が主体的に維持方策を実施
   することが必要

●今後、社会情勢の変化 などに対応
   して制度や基準は絶えず見直しして
   いくことが必要

審議会の意見・指摘事項等

3
1



32 

バス路線維持方策検討委員会

平成16年度審議

第一次答申

「バス路線維持の考え方と維
持方策の枠組みについて」

平成17年度審議

最終答申

「今後のバス交通の望ましい
あり方について」

札幌市

維持方策の具体的検討

委員会設置
素案提示

専門的・
客観的意見

維持方策実施（Ｈ18～） 維持方策見直し
運用実績

総合交通対策調査審議会

維持方策見直しの流れ維持方策見直しの流れ


